
対象：学部新入生  

 

2023年 3 月 31日 

国の修学支援新制度および機構貸与奨学金 

高校予約採用者の皆様 

早稲田大学学生部奨学課 

 

国の修学支援新制度（機構給付奨学金・授業料減免） 

および日本学生支援機構貸与(第一種・第二種)奨学金 

高校予約採用者の方の手続き 

 

高等学校在学中に国の修学支援新制度および日本学生支援機構給付奨学金の予約奨学生

となられている方の「令和 5年度大学等奨学生採用候補者決定通知」の提出方法について、

以下の通りとさせていただきます。提出受付は 4 月 3 日（月）以降となります。 

 

≪決定通知の提出方法≫ 

各学部にて学生証を受け取った後、採用候補者決定通知の【進学後記入欄】に学籍番号等、

必要事項を記入して、同決定通知と併せて、奨学課開室時間内にご持参ください。『決定通

知【進学先提出用】』と引き換えで大学の ID・パスワードが記載された『「進学届」入力手

続きのためのガイド』をお渡しします。 

○提出時期・・・下記表を参照。※なるべく早めにご提出ください。 

〇奨学課開室時間・・・【月～金】10－16 時 ※土日祝日は閉室 

※上記、開室時間は状況に合わせて変更する場合があります。 

〇奨学課では新型コロナウイルス感染防止のため、説明はなるべく省き、短時間での手続

きとなるよう心がけます。 

 

≪「進学届入力手続きのためのガイド」受け取り後の手続きについて≫ 

進学届はインターネット入力をすることになりますが、そのために必要なログイン ID と

パスワードをガイドに記載しています。受け取ったガイドに基づき期日までにインターネ

ット入力（進学届の提出）をしてください。 

インターネット入力を済ませる日によって、初回の振込日が変わります。 

「進学届」の提出（入力手続）期間 初回振込日 

第１回 ４月 ３日（月）～ ４月 ６日（木） ４月２１日（金） 

第２回 ４月 ７日（金）～ ４月２４日（月） ５月１６日（火） 

第３回 ４月２５日（火）～ ５月２２日（月） ６月 ９日（金） 

 

※最終ページ「別紙」によくある質問を掲載しています。手続き時に確認してください。 

 



≪初回振込後の手続きについて≫ 

初回振込後に日本学生支援機構より「奨学生証」「返還誓約書（貸与奨学金のみ）」が交

付され、大学に郵送されてきます。採用者への配付準備が整い次第、MyWaseda（Waseda メ

ール）にてお知らせをしますので、定期的に Waseda メールは確認してください（初回振

込から 約 1 か月後の予定です）。 

※給付予約採用が決定している方は「給付奨学生証」配付の際に「授業料等減免の対象者

の認定に関する申請書」のフォーマットをお渡ししますので、受け取り後、「授業料等減

免の対象者の認定に関する申請書」をご提出ください（提出締切日はフォーマットをお

渡しする際に Wasedaメール宛に連絡いたします）。 

※貸与予約採用が決定している方は、後日「返還誓約書」を作成・提出いただきますが、

詳細は返還誓約書が機構から大学に届き次第、改めて Wasedaメール宛にお知らせします。 

※予約採用が決定している方は大学入学後に当制度に新規申込する必要はありません。上

記に記載された「決定通知を奨学課に提出」「進学届の入力」を行ってください。 

 

以 上 

 

【問合せ先】早稲田大学学生部奨学課 

Email：kikou-tantou@list.waseda.jp 

Tel： 03-3203-9701 

開室時間 【月～金】10－16 時 ※土日祝日は閉室 

 

  



別紙 

 

 

日本学生支援機構奨学金高校予約採用者の方の手続き 

よくある質問 

 

＜学籍番号について＞ 

Q．学生証をまだ受け取っていないため、学籍番号がわかりません。 

Ａ．学籍番号の確認方法は以下のとおりです。 

MyWaseda にログインします。 

「ホーム」の左メニューの「個人情報照会・変更」－「学生基本情報変更」をクリックし、

[個人情報の変更]画面を開きます。 

本人情報 に 学籍番号が表示されています。 

 

＜自宅外通学の取り扱いについて（給付奨学金の採用決定者対象）＞ 

Ｑ．本来であれば自宅外通学となる予定でしたが、コロナウィルスの影響等により現在自

宅で生活しています。この場合の進学届の入力はどのように行ったらよいでしょうか。 

Ａ． 

①自宅外通学の証明が提出できない（東京での住所を定めていない、契約が完了していな

い、など）または家賃が発生していない場合は「自宅通学」として申請してください。 

採用後、東京にお住まいになってから、 月額変更願、住所変更届 という手続により自宅

外通学への変更が可能です。手続の詳細については、その際に改めてお問い合わせくださ

い。 

②自宅外通学の証明書類の提出が可能な場合で、東京でのお住まいの家賃が発生している

ようでしたら自宅外通学として申請してください。 

以 上 


